
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 3 月 15 日号 

 

発行:奈井江町役場 産業観光課商工観光係 

☎0125-65-2118 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ないえ消費生活ニュース R3.3.15 号 

◇北海道消費⽣活センター  ☎050-7505-0999 
◇滝川地方消費者センター  ☎（0125）23-4778 
◇役場産業観光課商工観光係 ☎（0125）65-2118 
◇消 費 者 ホ ッ ト ラ イ ン  ☎188（平日は役場につながります。） 
◇警 察 相 談 専 用 電 話  ☎♯9110 

 
・簡単な作業だけで高収入が得られるという、うまい

話はありません。安易に契約をしないようにしまし
ょう。 

 
・「すぐに元が取れるから⼤丈夫」といって借⾦を勧 

めて契約させるケースもあります。業者の⾔葉に流 
されず、断るときは「契約しない」とはっきり伝え 
ることが⼤切です。 

〜 携帯メールの場合 〜 

〜 副業サイトの場合 〜 

 
・メールは、⾝に覚えがないのに不安をあおって、連

絡やアクセスを促す内容となっていると思います
が、無視または削除してください。 

 
・不安に思っても、絶対に連絡をしてはいけません。 

相⼿は、⾔葉巧みに⾦品を要求してきます︕ 


